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国土交通大臣認定

お申込み方法

ＨＰでご確認ください。

初任診断・適齢診断
一般診断の開催日は

地元で適性診断を受けられ、とても便利に‼

適性診断とは適性診断とは適性診断とは
自動車運送事業者は、新たに雇い入れた運転者、65歳以上の運転者、事故惹起運転者に対し、国土交通大臣が認定する
適性診断を受けさせなければいけません。（義務）
また、運行管理者は適性診断の結果に基づき、個々の運転者の運転特性を踏まえた適切な指導を行わなければいけません。
当校は国土交通省より適性診断の実施認定を受け、ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能などを
診断し、心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つようきめ細かなアドバイスを行っています。

埼玉県公安委員会指定 国土交通大臣認定講習機関

羽生モータースクールのホームページより「適性診断」ページをご覧いただき、
ページ下部にある、　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックし、
「適性診断申込書」をダウンロード

羽生モータースクールより、受付完了後
「予約確認書」が送付されます。

http://www.motor-school.co.jp

ホームページから「受講申込書」をダウンロード１

診断申込書に必要事項を記入２
FAXにて送信３
「予約確認書」が届きます４

ここをクリックここをクリック適性診断　申込書ダウンロード適性診断　申込書ダウンロード

・都合により日程は変更または中止となる場合がございますので、あらかじめご確認のうえお申込みください。
・各回とも定員になり次第、締め切らせていただきます。
・お申し込み後の診断の変更やキャンセルの場合は必ず事前にご連絡下さい。 

適性診断にあたっての注意事項




